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(57)【要約】
【課題】電子遊技機と、遊技者に関連した携帯機器との
間の無線接続を確立し、利用するための様々なシステム
、方法、および装置の実施の形態を提供する。
【解決手段】このような実施の形態は、近距離通信を使
用して携帯機器と情報を通信するように構成された第１
の部品の使用と、ブルートゥース接続を使用して携帯機
器を携帯インターフェース機器と自動的にペアリングす
るように構成された第２の部品の使用とを含み、携帯機
器の携帯インターフェース機器とのペアリングには、第
１の部品を使用して携帯機器に通信された情報を利用す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子遊技機と、遊技者に関連した携帯機器との間の無線接続を確立するための携帯イン
ターフェース機器であって、
　前記携帯機器にペアリング情報を通信するように構成された第１の部品と、
　ブルートゥース接続を用いて前記携帯機器を前記携帯インターフェース機器と自動的に
ペアリングするように構成された第２の部品と、を備え、
　前記携帯機器の前記携帯インターフェース機器とのペアリングには、前記第１の部品を
用いて前記携帯機器に通信された前記ペアリング情報を利用する、携帯インターフェース
機器。
【請求項２】
　前記ペアリング情報が、前記携帯インターフェース機器に関連付けられた固有の識別子
を備える、請求項１に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項３】
　前記ペアリング情報が暗号鍵を備え、前記暗号鍵は、前記ブルートゥース接続に加えて
、前記携帯インターフェース機器と前記携帯機器との間で通信されるデータを保護する際
に用いられるように構成された、請求項２に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項４】
　前記暗号鍵が、前記携帯機器と前記携帯インターフェース機器との各ペアリングに対し
て一意的に生成される、請求項３に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項５】
　前記ペアリング情報が、近距離無線通信を用いて前記携帯機器に通信される、請求項１
に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項６】
　電子遊技機と、遊技者に関連付けられた携帯機器との間の無線接続を確立するための携
帯インターフェース機器であって、
　少なくとも一つの光学像を用いてペアリング情報を前記携帯機器に通信するように構成
された第１の部品と、
　前記光学像を用いて、前記携帯機器を前記携帯インターフェース機器と自動的にペアリ
ングするように構成された第２の部品と、を備え、
　前記携帯機器の前記携帯インターフェース機器とのペアリングには、前記光学像を用い
て前記携帯機器に通信された前記ペアリング情報を利用し、
　表示部をさらに備え、
　前記表示部は、前記光学像内に、前記携帯インターフェース機器と前記携帯機器との間
の無線通信を自動的に確立するために前記携帯機器によって使用されるよう指定された前
記ペアリング情報を含む少なくとも一つの符号を出力するように構成される、携帯インタ
ーフェース機器。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの符号がＱＲコードである、請求項６に記載の携帯インターフェー
ス機器。
【請求項８】
　近距離無線通信アンテナを備える、請求項６に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項９】
　前記近距離無線通信アンテナが、前記表示部の外周の周りに延在する矩形螺旋形状に構
成される、請求項８に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項１０】
　前記携帯インターフェース機器が、近距離無線通信接触を用いて、タグと前記携帯機器
の少なくとも一方を検出するように構成される、請求項６に記載の携帯インターフェース
機器。
【請求項１１】
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　前記タグが、近距離無線通信を利用して読み取られると前記携帯インターフェース機器
に対して前記少なくとも一つの符号を前記表示部に提示するよう要求する情報を含む、請
求項１０に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項１２】
　前記携帯インターフェース機器をホストと接続するように構成された、少なくとも一つ
のカジノ内通信部品を備える、請求項１１に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項１３】
　前記ホストが周辺制御装置である、請求項１２に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項１４】
　前記携帯インターフェース機器が、ユニバーサル・シリアル・バス接続を用いて前記周
辺制御装置に通信可能に連結される、請求項１３に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項１５】
　前記携帯インターフェース機器と携帯機器との間で前記無線接続を介して通信されたデ
ータを暗号化する際に使用されるよう構成された、少なくとも一つのセキュリティコンポ
ーネントを備える、請求項６に記載の携帯インターフェース機器。
【請求項１６】
　携帯機器を用いて電子遊技機に対して遊技者を識別する方法であって、
　前記電子遊技機と前記携帯機器との間で近距離無線通信リンクを確立し、
　ブルートゥースを使用して前記電子遊技機を前記携帯機器とペアリングするのに必要な
情報を、前記近距離無線通信リンクを介して通信し、
　ブルートゥース接続を介して前記電子遊技機を前記携帯機器とペアリングする、ことか
らなる方法。
【請求項１７】
　前記通信された情報が少なくとも一つの暗号鍵を備え、前記少なくとも一つの暗号鍵は
、前記ブルートゥース接続を介して前記電子遊技機と前記携帯機器との間で通信されるデ
ータを保護する際に用いられるよう提供される、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記電子遊技機と前記携帯機器との間の前記近距離無線通信リンクの確立が、前記電子
遊技機を備えた携帯インターフェース機器によって提供される近距離無線通信アンテナか
ら放射された電磁場に前記携帯機器が入ると自動的に行われる、請求項１７に記載の方法
。
【請求項１９】
　カジノ管理システムに対して遊技者を識別し、
　前記カジノ管理システムは、前記電子遊技機内に設けられた周辺制御装置に通信可能に
連結され、
　前記周辺制御装置は、前記電子遊技機内に設けられた携帯インターフェース機器に対し
て通信可能に連結され、
　前記携帯インターフェース機器は、前記近距離無線通信リンクを確立するように構成さ
れ、
　前記携帯インターフェース機器は、前記電子遊技機を前記携帯機器とペアリングするよ
う構成される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記カジノ管理システムに対する前記遊技者の識別が、前記カジノ管理システムと使用
されるように構成された少なくとも一つのアプリケーションプログラムが前記携帯機器上
で起動した後に行われる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも一つのアプリケーションプログラムは、前記遊技者が、賞金を現金化す
る、入金する、出金する、のうち少なくとも一つの動作を実行できるようにする、請求項
２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本ＰＣＴ特許出願は、２０１７年４月７日に出願され、「電子遊技機と携帯機器との間
の通信を容易にする装置、システム、および方法」という名称の米国本出願第１５／４８
２，６６８号に対する優先権を主張するもので、その内容全体を参照により本明細書に援
用する。
【技術分野】
【０００２】
　本明細書に記載の技術は、カジノ遊技システムおよび遊技機の使用者（「遊技者」）を
識別する際に用いる装置、システム、および方法に関する。ここに述べる技術はさらに、
カジノおよびこれに関連する施設環境において販売促進用のクレジット、ポイント、およ
び他の形態のデジタル通貨を獲得・現金化する際に遊技者が使用する装置、システム、お
よび方法に関する。ここに述べる技術はまた、カジノ遊技システムの遊技者と、電子取引
および／または情報交換に参加するために遊技者が一つ以上のスマートフォン、タブレッ
ト、他のパーソナルコンピューティング装置などのパーソナルテクノロジー機器を使用す
る関連施設とによって、またそれらの間で発生する電子取引および／または情報交換にも
関する。ここに述べる技術はさらに、カジノ遊技者の携帯機器と電子遊技機との間でデジ
タルデータを安全に交換するための無線通信システム、装置、および方法の使用にも関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　カジノ、遊技機、および遊技システムの運営は、通常、地方自治体、州、および連邦当
局から厳重に規制される。これらの規制は、一般にカジノおよびこれに関連する施設によ
って、それらの内部で、またはそれらを介して発生する各取引に関する正確な記録を保持
することをカジノに求めている。カジノの運営者は、このような取引に対して遊技者を正
確に識別し、それらの各取引を記録するために、全ての取引に対する積極的な管理を維持
することも求められる。
【０００４】
　カジノ運営者は、運営者が遊技者を識別・認証し、遊技者とカジノの間で発生する取引
を追跡する必要があるカジノフロアやその他の場所に一般に多くの装置を提供する。この
ような装置の例としては、電子遊技機、ＰＯＳ端末、他の装置およびシステムがある。さ
らに具体的には、カジノ運営者は「現金」およびその同等物に関係した取引を追跡するよ
う求められることが多い。ここで「現金」とは、政府事業体が発行する通貨、銀行信用取
引、企業信用取引、ＰＡＹＰＡＬ（商標）が提供するようなプリペイド口座、および任意
の他の形式の一般に認識され移動可能な金銭的価値の金種といった、任意の形式の金銭的
な対価をまとめて指す。
【０００５】
　遊技者およびカジノ運営者による、またこれらの間でのこのような取引の追跡および監
査や現金の移動を容易にするために、カジノ運営者は、「チケット・イン、チケット・ア
ウト」（ＴＩＴＯ）カードなどのカジノ発行「カード」の利用を遊技者に促すことが多い
。ＴＩＴＯカードは基本的に、遊技者を識別し、付与されたポイント値を遊技者、すなわ
ちこのカードの所持者と関連付ける。所持者は、ＴＩＴＯカードへのアクセスやその使用
を制限するために暗証番号や生態認証など公知のセキュリティ技術を利用することができ
る。ＴＩＴＯカードを使用するためには、遊技者は通常、金融機関において当座預金口座
や貯蓄口座など一つ以上の所持者の口座に借方記入したり、一つ以上のクレジットカード
や同様の口座に貸方記入したりすることにより、ＴＩＴＯカードと関連付けた口座に資金
を供給することになる。これらの借方および貸方は、カジノおよび関連する施設において
現金化できるカジノ「ポイント」と電子的に交換される。ポイントは、カジノ遊技を使用
して賭け金を賭けたり、食事や他の商品を購入したり、ショーや他のアクティビティに参
加したり、実質的にいかなる目的のためにも現金化しうる。「ポイント」はまた、遊技者
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の求めにより「現金」に戻すこともできる。「現金」の「ポイント」への交換およびその
逆は、ブースで、電子遊技機で、賭けテーブルで、オンラインで、携帯機器のソフトウエ
ア・アプリケーションを介して、あるいはその他の方法で行うことができる。このような
取引がどのように行われるかに関わらず、遊技規制では、ポイントが発生し（現金と交換
されて）、使用され（例えばスロットゲームをしたことにより）、および／または現金ま
たは遊技者に提供される何らかの他の形態の対価に戻された事例からのトランザクション
フローにおける、各事例の各「ポイント」の追跡が必要とされる。
【０００６】
　通常、ポイントの追跡は、例えばマスターカジノ追跡システム、スロット管理システム
、ＴＩＴＯ管理システム、ＰＯＳシステム、宿泊のために用いられるものなどの施設管理
システム、リクリエーションおよび類似のカジノ関連業務、個々の電子遊技機（「ＥＧＭ
」）、およびその他の多数のカジノコンピュータシステムおよび装置にわたって生じる。
このようなシステムおよび装置の一つ以上は、ポイント追跡を容易にするために一つ以上
の実または仮想サーバを利用することができる。要するに、実際には「ポイント」の付与
、現金化、移動、または使用に関わるいずれの装置またはシステムも、通常、それを経由
する各「ポイント」に併せて、このような「ポイント」を取得、現金化、または他の方法
で移動させる遊技者の身元を追跡することを求められる。従って、カジノ遊技、システム
、および運営者は、このような要求により幾重にも重なった複雑性が課される。
【０００７】
　さらに、カジノの遊技機およびシステムの基本的な遊技・プレイは、厳密に規制されて
いる。遊技機器の何らかのハードウエアおよび／またはソフトウエアコンポーネントの変
更には、遊技者がその遊技を利用する前に遊技監視官による再確認および再承認を求めら
れることが多い。この再認定プロセスは長引くし、費用がかかることがある。これらの規
制上および技術的制約のために、カジノシステム運営者が、基本的な遊技・プレイ機能を
変更したり、あるいはＥＧＭを含むカジノ遊技を他の方法で修正したりするのを思いとど
まることが多い。新しい機能やハードウエアを、これらの規制されたコンポーネントから
十分に離され、理想的にはそれらとの相互影響が全く必要ないように設計することが望ま
しい。その上、遊技機は数十年にわたって動作することもある。従って、最新の技術力を
念頭に置いて設計されていないかもしれないものもある古い遊技機に、新しい特徴や機能
を簡単に組み込めることが望ましい。
【０００８】
　これらの懸念を解決する一つのアプローチでは、スロットマシンインターフェースボー
ド（「ＳＭＩＢ」）として一般に知られているインターフェースボードの使用を取り入れ
ている。ＳＭＩＢは通常、ＥＧＭが遊技処理装置の関与なく一つ以上の周辺機器と通信で
きるようにする。これらの周辺機器は、遊技者に付加的な動機や特徴を提供するが、一般
にはＥＧＭの基本的な遊技・プレイに影響を及ぼさない。例えば、クーポンの付与、遊技
者へのプロモーションの通知、その他は、一つ以上のＳＭＩＢによって一つ以上のＥＧＭ
に相互接続された周辺機器によって提供されることが多い。ＳＭＩＢはまた、同様に遊技
処理装置の関与なくＥＧＭが一つ以上のネットワークを介して他のカジノシステムサーバ
および外部サーバと通信できるようにしてもよい。もちろん、他の設計も公知かつ利用可
能であり、中にはＳＭＩＢおよび遊技プロセスの両方を組み込んだ単一のＥＧＭ処理装置
内で、ＳＭＩＢの機能を仮想化するものもある。個々の設計によっては、再承認の必要な
く新たな機能を組み込むために異なるアプローチが要求されるものもある。２０１６年９
月２２日に出願され、「カジノ内で使用するための紙幣鑑別および現金自動支払い装置、
システム、および方法」という名称の米国特許出願第１５／４８２，６１５号（以降、「
’６１５号出願」という）に幾つかの例が記述されており、その全内容を参照により本明
細書に援用する。
【０００９】
　本明細書および’６１５号出願に記載のプレミアムな（特別な）サービスは、一般に遊
技機の画面上のウインドウ・オーバーレイ（またはピクチャ・イン・ピクチャ）により提
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供される。このプレミアムなサービスはカジノの顧客にとって大変望ましいが、このサー
ビスを用いるウインドウ・オーバーレイ方法は、次善の策である。プレミアムなサービス
にアクセスするには顧客の携帯電話がより便利なインターフェース機器であろうが、良好
な商慣習だけでなくカジノの規制には、顧客およびカジノが窃盗や他の悪意ある行為から
守られるように十分なセキュリティ設備が必要である。直接的で、認証され、暗号化され
た無線通信セッションを確立することにより、これらの問題の多くが解決される。しかし
、カジノの顧客が安全なセッションを作成するのに迅速で、使いやすく、シームレスな手
段がないために、携帯電話はこれまでプレミアムなサービスと連動するための候補として
は不適当とされてきた。
【００１０】
　スマートフォンや類似のパーソナルコンピューティング機器（まとめて「携帯機器」と
いう）、およびこのような機器によって提供される電子ウォレットやモバイルアプリケー
ション機能の出現により、遊技者は今日、カジノ以外の遊技環境において物理的なクレジ
ットカード、銀行のデビットカード、身分証明書や、アクセスカードを使わないことが多
い。つまり、遊技者は、取引をするのに自身の携帯機器、ソフトウエア・アプリケーショ
ン、およびそれを備えた技術を利用することが多い。これらの携帯機器は、このような取
引をするのに、物理的なカードの代わりとして光学式文字読み取り装置、近距離無線通信
（「ＮＦＣ」）、ブルートゥース、およびその他の近接近通信技術を使用していることが
多い。ＮＦＣとブルートゥースは、それぞれＮＦＣ　Ｆｏｒｕｍ，Ｉｎｃ．とＢｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ　ＳＩＧ，Ｉｎｃ．によって提供される通信技術および一連の仕様であることは
よく知られている。このような仕様および技術は、参照により本明細書に援用される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、カジノ外の環境で商業および取引を行うために携帯機器が幅広く使用されてい
るにも関わらず、今日、カジノ運営者が直面する規制や運営上の約因に合う、いかなる実
行可能な機構もカジノ、遊技環境において同様の携帯機器能力の開発を可能にするもので
はない。
【００１２】
　従って、カジノ産業においては、遊技者が賭博に参加する機会と引き換えに現金または
ポイントを現金化するなど様々な遊技取引を行うために携帯機器を利用できるようにする
とともに、ＥＧＭと直接連動できるようにする装置、システム、および方法に対する必要
性がある。この長期にわたる必要性を満たす、必要な装置、システム、および方法の様々
な実施の形態は、既存のＥＧＭと、一般に使用されている携帯機器技術の両方に準拠し、
いずれの動作においても基本的な変更が必要ないという点で、経済的に効率がよいことが
望ましい。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本概要は、カジノ運営者、および遊技者その他によって利用される携帯機器によって、
および／またはこれらと関連して利用される電子遊技機および類似の電子機器およびシス
テム間の通信を確立し、このような遊技者を認証、追跡、および他の目的でカジノ運営者
のシステムに対して識別する装置、システム、および方法の簡潔な概念を導入するために
提供される。
【００１４】
　一例としての実施の形態は、電子遊技機と、遊技者に関連した携帯機器との間の無線通
信を確立する携帯インターフェース機器であってもよい。この携帯インターフェース機器
は、携帯機器にペアリング情報を通信する第１の部品を備える。第２の部品は、ブルート
ゥース通信を用いて携帯機器を携帯インターフェース機器と自動的にペアリングする。携
帯機器の携帯インターフェース機器とのペアリングには、第１の部品によって携帯機器に
通信されたペアリング情報を利用する。
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【００１５】
　いくつかの例では、ペアリング情報は、携帯インターフェース機器と携帯機器との間の
安全なデータ通信を確立するために暗号鍵を備える。暗号鍵は、携帯機器の携帯インター
フェース機器との各ペアリングに対して一意的に生成されてもよい。いくつかの例では、
ペアリング情報は、近距離無線通信を用いて携帯機器に通信される。
【００１６】
　別の実施の形態の携帯インターフェース機器は、少なくとも一つの光学像を用いてペア
リング情報を携帯機器に通信する第１の部品を備える。第２の部品は、上記の光学像を用
いて、携帯機器を携帯インターフェース機器と自動的にペアリングする。携帯機器の携帯
インターフェース機器とのペアリングには、上記の光学像を用いて携帯機器に通信された
ペアリング情報を利用する。携帯インターフェース機器は、携帯インターフェース機器と
携帯機器との間の無線通信を自動的に確立するために携帯機器によって使用されるよう指
定されたペアリング情報を含む少なくとも一つの符号を、上記の光学像内に出力する表示
部も備える。
【００１７】
　さらに別の実施の形態は、携帯機器を用いて遊技者を電子遊技機に対して識別する方法
である。この方法は、電子遊技機と携帯機器との間で近距離無線通信リンクを確立する動
作を含む。この方法はさらに、ブルートゥースを使用して電子遊技機を携帯機器にペアリ
ングするのに必要な情報を、近距離無線通信リンクを介して通信することを含む。この方
法は、ブルートゥース接続を介して電子遊技機を携帯機器とペアリングする。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本開示の様々な実施の形態によって提供される特徴、態様、利点、機能、構成要素、装
置、システム、および方法は、以下の記述および添付の図面の少なくとも一つに対してこ
こでさらに開示される。
【００１９】
　図１は、本開示の少なくとも一つの実施の形態に従った使用のために構成されたカジノ
システムの概略表示である。
【００２０】
　図２は、本開示の少なくとも一つの実施の形態に従った遊技キャビネットにおける使用
のため、および携帯機器と無線通信するために構成された遊技者の携帯インターフェース
の概略表示である。
【００２１】
　図３Ａおよび３Ｂは、本開示の少なくとも一つの実施の形態に従った遊技者携帯インタ
ーフェースとの使用のためのアンテナ・表示部構造の図面表示である。
【００２２】
　図４Ａないし図４Ｆは、遊技者の携帯機器をカジノシステムに対して照合および認証し
、それらの間で情報およびデータを通信するためにブルートゥースおよびＮＦＣ接続を利
用する方法を、複合フローチャートおよび通信・動作図で示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　ここに述べる様々な実施の形態は、ＥＧＭまたは関連するシステムが、携帯機器の使用
により遊技者を識別、認証、および／または追跡するのを容易にする装置、システム、お
よび方法を指向する。
【００２４】
　図１に示すように、また本開示の少なくとも一つの実施の形態において、ここに開示す
るシステム１００は、周辺制御装置１０４（ＳＭＩＢまたは類似の装置など）に対して通
信可能に連結されたＥＧＭ１０２を備える。周辺制御装置１０４は、プリンタ１０６、紙
幣鑑別装置１０８、その他の一つ以上の付随的装置に対して通信可能に連結されてもよい
。周辺制御装置１０４は、携帯インターフェース機器１１０（「ＭＩＤ」）に対して通信
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可能に連結されていて、ＭＩＤ１１０は、以下でさらに述べるように遊技者がＥＧＭ１０
２を「プレイ」している間の遊技者の識別、認証、および追跡を容易にするものである。
ＭＩＤ１１０は、ブルートゥース（商標）、Ｗｉ－Ｆｉ、ＮＣＦ、セルラー、および他の
公知および／または後に見つかり得る有線または無線通信プロトコル、装置、およびシス
テムその他の、任意の携帯機器相互接続コンポーネント、プロトコル、および技術を利用
するように構成されてもよい。少なくとも一つの実施の形態では、ＭＩＤ１１０は、一つ
以上の無線周波数プロトコルを介して、ＮＣＦおよびブルートゥースプロトコルを用いる
携帯機器１１４との間でデータ信号を通信するために構成される。以下に述べるように、
携帯機器１１４は、携帯機器１１４に関連した遊技者を、カジノ管理システムサーバ１１
８など、カジノシステム１３０に設けられた一つ以上のサーバに対して識別および認証す
るように構成されてもよい。携帯機器１１４は、遊技者によって提供されても、カジノに
よって提供されても、あるいはその他の方法で提供されてもよい。携帯機器１１４は、遊
技者をカジノ管理システムサーバ１１８に対して無線で識別および認証するように構成さ
れた任意の機器であってもよい。このような携帯機器の例としては、スマートフォン、ス
マートウォッチ、および無線接続を介してＥＧＭと通信可能な他のパーソナル携帯コンピ
ューティング機器があるが、これらに限定されるものではない。少なくとも一つの実施の
形態に従って、また以下でさらに詳細に述べるように、このような無線通信は認証され、
安全である。
【００２５】
　少なくとも一つの実施の形態では、ＥＧＭ１０２、周辺制御装置１０４、およびＭＩＤ
１１０がそれぞれ、単一の遊技キャビネット１１２に設けられる。プリンタ１０６および
紙幣鑑別装置１０８も、必要であれば遊技キャビネット１１２内に設けてもよいし、ある
いは一つ以上の本実施の形態の一定の実施にとって望ましければ別に設けてもよい。
【００２６】
　ＥＧＭ１０２、周辺制御装置１０４、およびＭＩＤ１１０のそれぞれを通信可能に連結
するために利用される通信路および／またはリンケージは、銅線、プリント基板、光ケー
ブル、無線経路、その他の任意の所望の媒体を使用してもよいことを認識されたい。少な
くとも一つの実施の形態では、周辺制御装置１０４をＭＩＤ１１０と通信可能に連結する
ために、ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ）対応の通信部品が用いられる。他の実
施の形態では、ＭＩＤ１１０を遊技キャビネット１１２内の他の部品に対して通信可能に
連結するために、任意の公知の、または今後開発される通信部品を利用してもよい。さら
に、少なくとも一つの実施の形態では、プリンタ１０６、紙幣鑑別装置１０８、またはＭ
ＩＤ１１０を一つ以上のＥＧＭ１０２および周辺制御装置１０４に対して通信可能に連結
するために用いられる通信部品は単一の媒体を利用してもよく、それらの装置間で通信さ
れるデータ信号は分離、インターリーブ、アドレス指定、または他の方法で通信される。
つまり、一つ以上の遊技キャビネット１１２の部品を第２またはそれ以上の遊技キャビネ
ット１１２の部品と通信可能に連結するために、任意の公知の、または今後開発される通
信技術を使用してもよい。このような技術は、ある一定の実施の形態にとって望ましけれ
ば、ある一定の部品の取り外しおよび交換を、その必要が生じた場合に、例えば修理、更
新、または他の理由のために容易に行えるように構成してもよい。さらに、遊技キャビネ
ット１１２に設けられた一つ以上の部品のための電源が、この遊技キャビネット１１２の
他の部品によって、全体的または部分的に提供されてもよいことを認識されたい。例えば
、ＵＳＢ接続を介して周辺制御装置１０４に対して通信可能に接続されたＭＩＤ１１０は
、このＵＳＢ接続を介して周辺制御装置１０４によって提供される電力に依存するもので
もよい。他の実施の形態では、ＭＩＤ１１０用の電力は、任意の公知のまたは後に出現す
るであろう技術によって提供されてもよい。ＭＩＤ１１０と、周辺制御装置１０４と、一
つ以上のカジノ管理システムサーバ１１８との間の通信を容易にするために、ＵＳＢ２．
０その他の任意の公知のまたは後に開発される通信プロトコルを用いてもよい。
【００２７】
　図１などには、ここに述べる様々な実施の形態と関連して図示されているが、遊技キャ
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ビネット１１２の部品は、キャビネット内またはその外に設けてもよいし、ハードウエア
およびソフトウエア要素の任意の所望の組み合わせとしてもよいことも認識されたい。こ
のようなハードウエアおよび／またはソフトウエア要素のいくつかは仮想的に存在しても
よいし、遊技キャビネット１１２の別の部品によって利用されうるハードウエアおよびソ
フトウエアコンポーネントを利用してもよいことを認識されたい。
【００２８】
　少なくとも一つの実施の形態によれば、ＭＩＤ１１０は、ＮＦＣアンテナが、ＭＩＤ１
１０表示部を取り囲む矩形螺旋設計であるように構成されてもよい。このような実施形態
によれば、ＭＩＤ１１０は、カジノの顧客にとって馴染みがあり、かつ容易に理解でき、
遊技キャビネット１１２に設けた適切なサイズの開口からその内部に設置することができ
る「ボタン」または同様の装置に似たものでもよく、この場合ＭＩＤ１１０は周辺制御装
置１０４に設けたＵＳＢポートにプラグで繋がれる。
【００２９】
　遊技キャビネット１１２は、図１に図示されない他の部品を含んで構成されてもよい。
このような他の部品の例としては、ＴＩＴＯカードリーダー、飲料自動販売機などの物品
自動販売機、ユーザインターフェース部品、その他が含まれるが、これらに限定されるも
のではない。このような他の部品の一つ以上は、直接、または例えば周辺制御装置１０４
を介して間接的にＭＩＤ１１０と通信するように構成されてもよい。
【００３０】
　ＥＧＭ１０２は、任意の所望の遊技体験を遊技者に提供するように構成されてもよい。
例えばある実施の形態では、ＥＧＭ１０２は、スロットマシン、ビデオポーカーゲーム、
または任意の他の遊技体験であってもよい。ある実施の形態では、賭博台およびディーラ
ーがＥＧＭ１０２の代わりとなってもよい。少なくとも一つの実施の形態では、遊技キャ
ビネット１１２は、未成年その他向けのビデオゲームなど様々な種類の非賭博ユーザイン
ターフェースを提供するＥＧＭまたは他の部品を備えた、非規制対象の体験の選択肢を提
供してもよい。ここに述べる様々な実施の形態は、このような非賭博および賭博の実施と
関連して用いられてもよいことを認識されたい。従って、ＥＧＭ１０２は、規制対象また
は非規制対象の、遊技者が所望する任意の種類の双方向体験を提供できる。ＥＧＭ１０２
は、所望の遊技または他の双方向体験を提供するのに必要な、任意の所望のハードウエア
およびソフトウエアコンポーネントを備えていてもよい。遊技および他の体験の種類、お
よびそのような体験を提供するためのＥＧＭ１２０の技術力については、本開示の範囲外
である。
【００３１】
　周辺制御装置１０４は、遊技キャビネット１１２の一つ以上の部品に対してスマートデ
バイスとして動作するように構成され、周辺制御装置１０４自体が、一つ以上のソフトウ
エア／論理プログラム、または一つ以上のＭＩＤ１１０または遊技キャビネット１１２の
他の部品によって必要とされる制御を実行してもよい。周辺制御装置１０４は、遊技者の
携帯機器１１４がＭＩＤ１１０に対して通信可能に連結された場合、このような携帯機器
１１４上で実行される任意のアプリケーションプログラムの動作を直接または間接的に制
御するよう構成されてもよい。
【００３２】
　本開示の少なくとも一つの実施の形態に従ってスマートデバイスとして構成された場合
、周辺制御装置１０４は、周辺制御装置１０４がシステム１００の様々なプレミアムな特
徴に直接アクセスするよう、’６１５号出願に記載されるようにフュージョン（Ｆｕｚｉ
ｏｎ）システム１２８に直接または間接的に通信可能に連結されるように構成されてもよ
い。このようなシステム構成を促進させるために、周辺制御装置１０４は、フュージョン
システム１２８が、周辺制御装置１０４およびＭＩＤ１１０を介して、例えば携帯機器１
１４上で実行されるアプリケーションプログラムによって提供される情報、特徴、および
機能を含む携帯機器１１４の一つ以上の特徴および機能を制御できるようにする、一つ以
上のドライバーおよび／またはアプリケーションプログラムインターフェースを備えて構
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成されてもよい。
【００３３】
　少なくとも一つの実施の形態では、ＭＩＤ１１０は、Ｇｏｏｇｌｅによって提供される
アンドロイドＰＬＡＹストアなどのオンラインストアによって提供されるモバイルアプリ
ケーションに対するリンクを提供するよう、携帯機器１１４に指示するように構成されて
もよい。このようなリンクを選択すると、カジノ運営者に関連するモバイルアプリケーシ
ョンプログラムが携帯機器上で実行されるために自動的、半自動的（すなわち、何らかの
ユーザの介在が必要）、または手動でダウンロード、インストール、および選択されうる
。ＭＩＤ１１０はさらに、携帯機器１１４に対して、ＡＮＤＲＯＩＤ　ＰＡＹ、ＳＡＭＳ
ＵＮＧ　ＰＡＹ、ＡＰＰＬＥ　ＰＡＹ、または他の方法などのモバイル決済オプションを
実行するように指示するよう構成されてもよい。ＮＦＣの使用およびこのようなモバイル
決済システムの実行は、当該技術において公知であり、本開示の範囲外である。
【００３４】
　別の実施の形態では、周辺制御装置１０４は、遊技キャビネット１１２の一つ以上の部
品に対してパススルー型装置として動作するように構成されてもよく、周辺制御装置１０
４は本質的に、ＭＩＤ１１０による、またＭＩＤ１１０との通信をカジノ管理システムサ
ーバ１１８などのシステム１００の他の部品または他のカジノシステム１３０の部品に転
送したり指向したりするルーターまたはハブとして作動する。
【００３５】
　本開示の少なくとも一つの実施の形態に従ってパススルー装置として構成された場合、
周辺制御装置１０４は、例えば、フュージョンシステム１２８がＭＩＤ１１０や、ＭＩＤ
１１０に対して通信可能に連結された携帯機器１１４と通信したり、その動作を制御した
りできるように構成されてもよい。パススルー装置として構成された場合、周辺制御装置
１０４はさらに、フュージョンシステム１２８とＭＩＤ１１０との間のデータメッセージ
を遊技者の携帯機器１１４に伝送するよう構成されてもよい。
【００３６】
　さらに別の実施の形態によれば、周辺制御装置１０４は、遊技キャビネット１１２内に
物理的に存在しなくてもよい。代わりに、ＥＧＭ１０２またはＭＩＤ１１０など遊技キャ
ビネット１１２の一つ以上の他の部品が、そのような様々な特徴および機能を提供しても
よい。スマートデバイスおよび／またはパススルー装置構成のいずれかにおいて周辺制御
装置１０４の特徴および機能を提供するハードウエアおよび／またはソフトウエアは、例
えば、カジノ管理システムサーバ１１８上で動作する仮想マシーンとして、他のカジノシ
ステム１３０の部品に設けてもよいことも認識されたい。
【００３７】
　カジノシステムが二つ以上の遊技キャビネット１１２を備え、各遊技キャビネットにお
ける周辺制御装置１０４が異なるモードの動作を用いてもよいことを認識されたい。例え
ば、第１の周辺制御装置１０４がスマートデバイスモードの動作を利用し、第２の周辺制
御装置１０４がパススルーモードの動作を利用してもよい。さらに、周辺制御装置１０４
は、利用される携帯機器の種類、要求される取引、またはその他に基づいてその動作モー
ドを変更するように構成されてもよい。例えば、周辺制御装置１０４は、携帯機器がＮＦ
Ｃ対応である場合はスマートデバイスモードを使用し、携帯機器がＮＦＣ対応でない場合
はパススルーモードを使用してもよい。
【００３８】
　ＭＩＤ１１０は、一つ以上のシステムプロトコルに従って動作するように構成されても
よい。このようなプロトコルは、例えばＭＩＤ１１０が利用可能であっても利用可能でな
くても管理するように構成されてもよい。ＭＩＤ１１０は、任意の所望の形式の電子ＩＤ
の提示または他のデータの提供によって遊技者の携帯機器１１４を識別および認証するよ
うに構成されてもよい。例示のためのみであり限定するものではないが、このような電子
ＩＤの形式の例には、ＮＦＣ生成信号、Ｗｉ－Ｆｉ信号、ブルートゥース信号、他の公知
の通信技術、および二次元バーコード、ＱＲコード、その他の光学像が含まれてもよい。
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少なくとも一つの実施の形態では、ＭＩＤ１１０は、「チケット」または遊技者の署名な
どの「タグ」に設けられた他の形式の情報、例えば携帯機器１１４におけるタッチスクリ
ーン対応のユーザインターフェースを用いて遊技者によって提供される符号または他の識
別子、その他を受信するように構成されてもよい。ＭＩＤ１１０は、光学文字生成能力、
パターン生成能力、および他の形式の信号および文字生成技術を備えるように構成されて
もよい。少なくとも一つの実施の形態に従えば、ＭＩＤ１１０は、紙幣鑑別装置１０８ま
たはプリンタ１０６と連動して提供されてもよい。少なくとも一つの実施の形態により、
本システムは、プリンタ１０６、紙幣鑑別装置１０８、ＥＧＭ１０２によって提供される
表示部、または遊技者の携帯機器１１４によって読み取り可能なＱＲコードを生成できる
他の装置を利用するように構成されてもよい。このように生成されたＱＲコードは、例え
ばチケットとして印刷されても、表示部に表示されてもよい。ＱＲコードは、携帯機器１
１４に対して、既定のセッションの間、その携帯機器１１４を既定のＭＩＤ１１０とペア
リングするのに十分な情報を提供するために利用されてもよい。従って、本開示の少なく
とも一つの実施の形態においては、ＭＩＤ１１０を、任意の既定のセッションその他の間
、ＭＩＤ１１０を既定の遊技者の携帯機器１１４とペアリングするＮＦＣ通信能力を有す
る、または利用するように構成してもよいが、そのように構成しなければならないもので
はないことを認識されたい。
【００３９】
　固有の識別子でＭＩＤ１１０を識別してもよい。識別子の例としては、ネットワークア
ドレス、デバイスアドレス、媒体アクセス制御（「ＭＡＣ」）アドレス、シリアル番号、
固有の数列、カジノシステムの二つ以上のＭＩＤ１１０のグルーピング、または他の方法
があるが、これらに限定されるものではない。少なくとも一つの実施の形態において、Ｍ
ＩＤ１１０は、ＮＦＣ送受信機を利用して提供されるＭＡＣアドレスによって識別されて
もよい。このようなＭＡＣアドレスは、任意の既定のセッションの間、ＭＩＤ１１０によ
って携帯機器１１４に対して渡される暗号コードに基づいて、各セッションに固有であっ
てもよいことを認識されたい。ＭＩＤ１１０は、例えば利用データ、装置の健全性、状態
、およびカジノ運営者、規制者、遊技者、または前記のいずれかの組み合わせによって所
望されうる他のパラメータを含む、ＭＩＤ１１０の使用に関する様々なメトリクスを蓄積
、監視、および提供するように構成されてもよい。
【００４０】
　周辺制御装置１０４は、第１のネットワーク１１６に対して通信可能に連結してもよい
。少なくとも一つの実施の形態によれば、第１のネットワーク１１６は、外部のシステム
や侵入者に対して物理的および／または論理的に閉鎖されるように、カジノによって排他
的に利用されてもよい。このようなカジノシステム１３０の部品に対するアクセスを制限
するために、一つ以上のファイアウォールおよび閉じた／制限されたデータポート、また
は他のアプローチを用いてもよい。第１のネットワーク１１６は、公知のまたは後に出現
するであろうネットワーク技術を利用してもよい。第１のネットワーク１１６は、ローカ
ルエリアネットワーク、広域ネットワーク、インターネット、または任意の他の通信構成
、トポロジー、媒体、プロトコル、および技術を含んでもよいし、これらを利用してもよ
い。
【００４１】
　第１のネットワーク１１６は、カジノによって、その運営、会計、報告、マーケティン
グ、管理、セールス、および他の目的のために利用される一つ以上のサーバ、データベー
ス、装置、および／またはシステムを通信可能に相互接続してもよい。このようなサーバ
の例には、カジノ管理システムサーバ１１８、スロット管理システム１２０、ＴＩＴＯシ
ステム１２２、施設管理システム１２４、ＰＯＳシステム１２６、およびフュージョンシ
ステム１２８が含まれる。このようなシステムは、’６１５号出願にさらに詳細に記述さ
れる。
【００４２】
　システム１００の任意の部品による、またそれらの間でのデータの保存および／または
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通信を暗号化してもよいことを認識されたい。セキュア・ソケット・レイヤー、仮想プラ
イベートネットワーク、公開／秘密鍵、１２８ビット、２５６ビットおよび他の暗号化ア
ルゴリズム、または他の公知のあるいは後に出現するであろう暗号化アルゴリズム、手法
、および技術を含むがこれらに限定されない、任意の所望の単一の暗号化技術またはその
組み合わせを、システム１００の部品が利用してもよい。少なくとも一つの実施の形態に
おいて、カジノによって遊技者の携帯機器が認証されると、ＭＩＤ１１０と遊技者の携帯
機器１１４との間の通信が暗号化される。このような通信は、プレーンまたは暗号化され
た形式で、ＭＩＤ１１０と一つ以上のカジノシステム１３０のサーバとの間を、周辺制御
装置１０４を介してさらに行われてもよい。
【００４３】
　少なくとも一つの実施の形態に従って、カジノ管理システムサーバ１１８やフュージョ
ンシステム１２８など、任意の二つ以上のネットワーク化されたシステム部品が、論理的
、物理的、仮想的、直接的、または間接的にＭＩＤ１１０に対して通信可能に連結されて
もよいことも認識されたい。このような通信連結には一つ以上のアプリケーション・プロ
グラミング・インタフェース（ＡＰＩ）の使用が含まれてもよく、システム１００の任意
の二つの部品間のＡＰＩ呼び出しを利用して、システム１００およびその部品によって提
供される一つ以上の特徴または機能を許可、アクセス、制御、または他の方法で管理して
もよい。
【００４４】
　さらに図１に示すように、少なくとも一つの実施の形態において、システム１００は、
一つ以上の第２のネットワーク１３１の使用を含んでもよい。このような第２のネットワ
ーク１３１は、任意の所望のデータ通信技術、プロトコル、媒体、トポロジーを利用して
もよい。少なくとも一つの実施の形態に従えば、第２のネットワーク１３１はインターネ
ットである。第２のネットワーク１３１は、例えば宝くじサーバ１３４、馬券サーバ１３
６、マーケティングサーバ１３８、ファンタジースポーツサーバ１４０のような一つ以上
の第三者サーバに代表される一つ以上の第三者システムと、カジノシステム１３０を通信
可能に接続するように構成されてもよい。このような第三者システム１３２およびサーバ
の一つ以上によって提供されるサービスは、遊技者にとってプレミアムな特徴として提供
されうることを認識されたい。少なくとも一つの実施の形態において、このような第三者
システム１３２およびサーバは、ＭＩＤ１１０に対して通信可能に連結された携帯機器１
１４を用いて遊技者にアクセス可能であってもよい。
【００４５】
　本開示の少なくとも一つの実施の形態に関して図２に示すように、ＭＩＤ１１０と使用
されるために構成されたシステム２００は、周辺制御装置１０４、ＥＧＭ１０２、カジノ
システム１３０、遊技者の携帯機器１１４、および遊技者の携帯機器１１４とカジノシス
テム１３０の一つ以上の部品による、およびそれらの間での情報信号の識別および通信を
容易にするように構成されたＭＩＤ１１０を備えていてもよい。図２に示すように、ＭＩ
Ｄ１１０の構成は、ＭＩＤ１１０によって提供される機能に従って図示されている。この
ような機能は、チップ上のシステムとして、別々の物理的部品によって、またはそれらの
組み合わせによって適切に構成されたデジタル信号処理装置および同様の部品によって提
供されてもよいことを認識されたい。さらに詳細には、少なくとも一つの実施の形態にお
いて、ＭＩＤ１１０は、デジタル信号処理装置２０６を含んで構成されてもよい。デジタ
ル信号処理装置２０６は、デジタル信号処理、ＭＡＣアドレス処理、デバイス制御、およ
びこれに関連した機能において使用されるよう構成可能な任意の形式のマイクロコントロ
ーラであってもよい。少なくとも一つの実施の形態によれば、処理装置２０６は、ＡＲＭ
　Ｃｏｒｔｅｘ－Ｍ４タイプまたはそれと同等の処理装置であってもよい。
【００４６】
　ＭＩＤ１１０は、一つ以上のカジノ内通信部品２０８を備えるように構成されてもよい
。本開示の少なくとも一つの実施の形態に関して上述したように、ＭＩＤ１１０は、ＵＳ
Ｂ、ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、イーサネット、およびその他の手段など一つ以上の公知の有線
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および／または無線通信技術を用いて、周辺制御装置１０４に対して通信可能に連結され
てもよい。少なくとも一つの実施の形態において、カジノ内通信部品２０８は、ＵＳＢケ
ーブルを介してＭＩＤ１１０に接続するために構成された少なくとも一つのＵＳＢポート
を有するＵＳＢインターフェースボードを備える。既定の実施の形態において、ＭＩＤ１
１０を直接または間接的に周辺制御装置１０４および／またはシステム２００の一つ以上
の他の部品に通信可能に連結するために、他のタイプの通信インターフェース、ボード、
ポート、コネクタなどを利用してもよい。別個の装置として設ける場合、カジノ内通信部
品２０８は、適切なサイズのＭＩＤバス２１８によって処理装置２０６に対して通信可能
に連結されてもよい。
【００４７】
　ＭＩＤ１１０は、一つ以上のメモリ部品２１０を備えて構成されてもよい。このような
メモリ部品２１０は、本開示の任意の実施の形態の任意の既定の実施に対して適切なサイ
ズの任意の形式のメモリであってもよい。メモリ２１０は、例えばランダム・アクセス・
メモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能な読み出し専用メモリ（ＥＰ
ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、またはその他を含む、任意の所望のレベルの（不）揮発性
を有して構成されてもよい。メモリ２１０は、区分されてもよいし、他の方法で分割され
てもよいし、あるいは要望通りに提供されてもよい。例えば、ＭＩＤ１１０のデバイスフ
ァームウェアをＲＯＭに格納し、一時的な指示をフラッシュまたは他の形式のキャッシュ
メモリに保存してもよい。メモリ２１０は、ＭＩＤバス２１８に通信可能に連結されても
よい。
【００４８】
　ＭＩＤ１１０は、一つ以上のセキュリティ部品２１２を備えて構成されてもよい。セキ
ュリティ部品２１２は、保存、送信、使用、その他の際の任意の所望のレベルのデータ保
護を容易にするよう構成されてもよい。少なくとも一つの実施の形態において、ＭＩＤ１
１０、遊技者の携帯機器１１４、周辺制御装置１０４、および／またはカジノシステム管
理サーバ１１８間のデータ送信は、１２８ビットのＡＥＳ暗号化を用いて暗号化される。
他のセキュリティ技術および／または付加的なセキュリティ技術を利用してもよい。例え
ば、任意のシステム２００部品による、およびそれらの間のデータの保存または送信のた
めに、２５６ビットのＡＥＳレベル暗号化を利用してもよい。
【００４９】
　ＭＩＤ１１０は、一つ以上の携帯機器通信部品２１４を備えて構成されてもよい。ある
実施の形態では、このような携帯機器通信部品２１４は、ＮＦＣ技術とブルートゥース技
術の両方を用いてＭＩＤ１１０と携帯機器１１４との間の接続を容易にするよう構成され
てもよい。少なくとも一つの実施の形態によれば、携帯機器通信部品２１４は、任意の所
望のブルートゥースクラス電力レベルを用いて携帯機器１１４にブルートゥース信号を送
信するよう構成されてもよい。ある実施の形態において、使用されるブルートゥース電力
レベルは、ＭＩＤ１１０と携帯機器１１４との間の確実な接続が維持されうる１０メート
ルまでの動作範囲を提供する。他の実施の形態では、クラス１～４の高電力または低電力
のブルートゥース電力クラスを用いて所望の動作範囲を提供してもよい。他の実施の形態
では、ＭＩＤ１１０および携帯機器１１４によって、またそれらの間で提供される動作範
囲は、ノイズ、信号干渉、セキュリティ関連事項、その他の環境および他の条件によって
変化しうる。
【００５０】
　ブルートゥース接続を第１の装置と第２の装置の間に確立するには通常、接続しようと
する装置のそれぞれにおいて問い合わせまたは探索プロセスの呼び出しを必要とすること
が、一般に理解される。この問い合わせまたは探索プロセスは、各装置が自身を他の装置
に対して認証しうるメカニズムを提供する。ブルートゥースの問い合わせおよび探索プロ
セスは、一つの機器を別の機器に対して、例えば、遊技者の携帯機器１１４をＭＩＤ１１
０に対して、シームレスで高速に接続できないようにすることが多いものの、オペレータ
の入力を要求することが多い。少なくともこれらの理由から、ブルートゥースのみのアプ
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ローチは、多くのカジノ運営者にとっては多大な労力を要するもので望ましくない。
【００５１】
　ここ数年、ＮＦＣフォーラムおよびブルートゥースＳＩＧは、第１のブルートゥース構
成の装置を第２のブルートゥース構成の装置に対して自動的に認証し、安全に接続するた
めにＮＦＣを使用するためのプロトコルを開発してきた。従って、少なくとも一つの実施
の形態においては、ＭＩＤ１１０の携帯機器通信部品２１４は、ＮＦＣ能力を有するよう
に構成されてもよい。このようなＮＦＣ能力は、ＮＦＣ対応のアンテナ、送受信機、デー
タキャッシュ、および他の公知の部品を一般に備えている。これらおよび他のＮＦＣ通信
部品は、当該技術において公知であり、ここではさらに述べない。携帯機器通信部品２１
４は、任意の公知の、または後に開発されるＮＦＣ－ブルートゥースハンドオーバープロ
トコルを利用するようにさらに構成されてもよい。このようなプロトコルにより、また少
なくとも一つの実施の形態において、携帯機器通信部品２１４は、例えばＮＦＣのロゴま
たは同様の指示子を備えた遊技キャビネット１１２上の指定領域へ携帯機器を「接触させ
る」ことにより自動的にＭＩＤ１１０を遊技者の携帯機器１１４に対して識別し、遊技者
の携帯機器１１４上でアプリケーションプログラムを起動し、遊技者の携帯機器１１４を
ＭＩＤ１１０に対して認証し、ＭＩＤ１１０と携帯機器１１４のそれぞれによって提供さ
れるブルートゥース部品に通信を受け渡しするように構成されてもよい。このような手順
には、ＭＩＤ１１０と遊技者の携帯機器１１４との間の安全なブルートゥース通信を容易
にするために利用される一つ以上の暗号鍵、ＭＡＣアドレス、および他の情報の交換が含
まれてもよい。少なくとも一つの実施の形態において、ブルートゥース通信はその後、ブ
ルートゥース接続が終了するまでＭＩＤ１１０と遊技者の携帯機器１１４との間で継続す
る。ブルートゥース接続は、携帯機器１１４がＭＩＤ１１０と携帯機器１１４のいずれか
のブルートゥース範囲を越えて移動するか、いずれかの部品によってリンクが終了するの
に基づいて終了してもよいことを認識されたい。システム２００は、ＭＩＤ１１０と遊技
者の携帯機器１１４との間の安全な通信を維持するために、携帯機器１１４をＭＩＤ１１
０に対して定期的に再認証したり、新しい暗号鍵を交換したり、あるいはカジノ運営者が
望む他の方法で継続するよう構成されてもよい。
【００５２】
　特に遊技者の携帯機器１１４は、ブルートゥース能力を有するがＮＦＣ能力を有して構
成されないかもしれない。従って、少なくとも一つの実施の形態において、遊技者は、Ｎ
ＦＣを用いてＭＩＤ１１０に対して遊技者を認証するために用いることができる「タグ」
を提供されることができる。例えば、タグは、カジノが遊技者に提供するホテルのルーム
キーに取り付けられるか、備えられてもよい。このようなタグは、遊技者の携帯機器１１
４をＭＩＤ１１０に対してＮＦＣを介して認証するために必要な、かつＭＩＤ１１０と遊
技者の携帯機器１１４のそれぞれによって提供されるブルートゥース部品を用いてＭＩＤ
１１０と携帯機器１１４との間の接続を確立する際に用いる情報を備えるようにプログラ
ミングされてもよい。
【００５３】
　あるいは、少なくとも一つの実施の形態において、遊技者の携帯機器１１４の認証は、
カメラを搭載したスマートフォンおよび同様の装置によって提供される光学式文字認識能
力を用いることによって実現してもよい。このように装備された携帯機器は、ＱＲコード
および同様の符号化光学像を読み取り解読するように構成されてもよい。このようなＱＲ
コードや同様のコードは、既定のＭＩＤ１１０を識別するのに必要な情報を提供し、この
情報を読み取る携帯機器１１４に対して既定のＭＩＤ１１０を自動的に探索し、ブルート
ゥースを介してこれと接続するよう指示する。少なくとも一つの実施の形態において、Ｍ
ＩＤ１１０は、このようなＱＲコードまたは同様のコードを光学的に提示するように構成
された表示部２１６を備えるよう任意に構成されてもよい。ＭＩＤ１１０が提示するＱＲ
コードは、一定の光学式文字認識能力を満たす携帯機器によって読み取り可能に構成され
てもよい。表示されたＱＲコードは、必ずしも人間が読み取り可能または認識可能である
必要はない。表示部２１６に提示されたＱＲコードは、携帯機器１１４がＭＩＤ１１０を
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探索し、ＭＩＤ１１０との間に安全なブルートゥース接続を確立するのに必要な情報を提
供する。ある実施の形態では、市販のＱＲコード読み取りソフトウエア・アプリケーショ
ンを遊技者の携帯機器１１４上で利用してもよい。別の実施の形態では、ＱＲコード読み
取り機能が、カジノその他と関連したソフトウエアに組み込まれ、遊技者の携帯機器１１
４上で起動されてもよい。少なくとも一つの実施の形態において、ソフトウエア・アプリ
ケーションは、ＱＲコードの検出により、例えば位置情報に基づいて携帯機器がカジノに
入ることにより、またはその他により、自動的に起動されてもよい。生成されるＱＲコー
ドは、接続情報のみを提供する静的コードでも、接続情報および暗号情報の両方を提供す
る動的コードでもよい。静的ＱＲコードは、ＭＩＤ１１０と携帯機器１１４の間の二つ以
上のブルートゥース接続（各「ＢＴセッション」）に対して利用されうる。動的ＱＲコー
ドは各ＢＴセッションに対して固有である。少なくとも一つの実施の形態では、ＱＲコー
ドは任意の装置によって、チケットなど任意の所望の形式で表示装置その他に生成しても
よい。
【００５４】
　図３Ａおよび３Ｂに示すように、少なくとも一つの実施の形態において、ＭＩＤ１１０
は、先に述べた光学像生成能力だけでなく、表示部３００／３０４およびＮＦＣアンテナ
３０２／３０６を備えることによりＮＦＣ能力を提供するように構成されてもよい。図３
Ａに示すように少なくとも一つの実施の形態においては、ＮＦＣアンテナ３０２アレイの
アームは、表示部３００の外周の周りに位置する矩形螺旋形状を有していてもよい。図３
Ｂに示すように、ＮＦＣアンテナ３０６アレイのアームは、表示部３００／３０４の外周
に近接した矩形螺旋形状に配置されてもよい。少なくとも一つの実施の形態においては、
表示部３００および３０４は、表示部３００／３０４の表面から４インチ未満に配置され
た携帯機器１１４のカメラが読み取り可能なＱＲまたは同様の画像を提示するために、１
インチ×１インチまたはそれ以下のサイズで構成される。表示部３００／３０４はさらに
、表示部３００／３０４の実質的に上方に配置されていない携帯機器による、提示された
ＱＲコードの読み取りを禁止および／または防止するように構成されてもよい。ここで「
実質的に上方」とは、表示部３００／３０４の表示面が存在する軸平面から垂直に伸びる
軸の４５度以内に携帯機器の光学式文字読み取り装置が配置されることを意味する。
【００５５】
　上述したように、本開示の一つ以上の実施の形態は、ＭＩＤ１１０を遊技者の携帯機器
１１４とペアリングするためにＮＦＣ通信能力を有したり使用したりしないかもしれない
。このような非ＮＦＣの実施の形態においては、ＭＩＤ１１０を遊技者の携帯機器１１４
と自動的にペアリングするのに必要な情報がひとたび遊技者の携帯機器１１４に通信され
るとＭＩＤ１１０と遊技者の携帯機器１１４との間にブルートゥース接続が確立されうる
ので、図４Ａないし４Ｆにより説明される一つ以上の動作が必要ないことを認識されたい
。上述したように、このようなペアリング情報は、任意の形式で任意の互換性のある装置
によって通信されてもよい。
【００５６】
　ここで図４Ａないし４Ｆを参照して、少なくとも一つの実施の形態において、ブルート
ゥースおよびＮＦＣ接続を利用して遊技者の携帯機器をカジノシステムに対して確認およ
び認証し、それらの間で情報やデータを通信する方法について示す。図４Ａないし４Ｆに
は通信および動作図も提供されており、周辺制御装置１０４や周辺制御装置１０４に通信
可能に連結されるカジノシステム１３０における一つ以上のサーバなどのホスト１０３、
ＭＩＤ１１０、および遊技者の携帯機器１１４の間で発生しうる通信および動作の少なく
とも一つの実施の形態を図示している。システム１００の装置間では、追加の、より少な
い、代替的な、および／または他のステップおよび／または通信が起こりうることを認識
されたい。装置間の様々な通信が簡素化のために図示されていないことも認識されたい。
図示されない通信の例としては、通信可能に連結された装置間でランダムに、定期的に、
または他の基準で送信しうるものなどのステータス要求、確認メッセージ、応答、その他
の送信が含まれる。
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【００５７】
　図４Ａに示すように、本開示による方法のある実施形態は、ＥＧＭ１０２が最初に設定
されたとき、またはモバイルデバイス１１４と使用するために「電源投入」されると開始
することができる（動作４００）。任意の既定のＥＧＭ１０２は、任意の既定の時に任意
の既定の理由により、またはそれがないために遊技者の携帯機器１１４と相互に作用でき
ることに関して、「電力供給された」状態または無動力の状態になりうることを認識され
たい。図示するように、ＥＧＭ１０２が電源投入されると、ホスト１０３は、ＭＩＤ１１
０に対して一つ以上のステータス要求メッセージを通信する（動作４００ａ）ように構成
されうる。このようなメッセージの形式は任意の所望のものでよいが、少なくとも一つの
実施の形態においては、メッセージを同期し、コマンドを送信し、バイトや他の形式で表
しうる既定のメッセージの長さを特定し、誤り訂正のために暗号化データおよび他のメッ
セージコンポーネントを提供するのに適した要素を含んでもよい。ステータス要求メッセ
ージの送信は、ポーリングによってもポーリングによらなくてもよい。同様に、ホスト１
０３、ＭＩＤ１１０、および携帯機器１１４を含むがこれらに限定されない、本システム
に接続された任意の装置がステータス要求メッセージを送信してもよい。ステータス要求
メッセージは、任意の既定のイベントの発生またはそれがなくなったことにより送信され
てもよい。例えば、ＮＣＦ搭載携帯機器１１４をＭＩＤ１１０のＮＦＣアンテナの範囲内
に配置することなどによってＭＩＤ１１０を起動することにより、ＭＩＤ１１０からホス
ト１０３へのステータス要求メッセージの送信が引き起こされてもよい。少なくとも一つ
の実施の形態に従えば、ステータス要求メッセージを受信した装置は、確認メッセージま
たは他の適切な応答で５０ミリ秒以内に応答しなければならない。本システムは、先に送
信したメッセージに対する応答が適時に受信されない場合、メッセージを再送するように
構成されてもよい。メッセージは、任意の既定の実施の形態において必要があれば、一回
以上の連続回、送信してもよい。少なくとも一つの実施の形態によれば、そのようなメッ
セージの再送は、適切な応答が受信されなかった、先に送信したメッセージから１００ミ
リ秒後に行ってもよい。本システムは、適時の応答を受信しなかったステータス要求メッ
セージを、システムの不具合、遊技者がＥＧＭから離れた、その他を表すとみなすように
構成してもよい。
【００５８】
　図４Ａにさらに示されるように、ＭＩＤ１１０は、ＮＦＣ能力を阻止するように構成さ
れてもよい。このような状態が存在する場合、ＭＩＤ１１０は、ステータス要求メッセー
ジに対して「阻止」信号で応答してもよい（動作４００ｂ）。上述したように、周辺制御
装置１０４は、パススルーモードにある時や、カジノシステム１３０のサーバが「ホスト
」１０３として動作する時など、ＭＩＤ１１０の動作状態を直接的または間接的に制御し
てもよい。従って図４Ａは、ホスト１０３が、イネーブルメッセージを送信することによ
るなど、ＭＩＤ１１０に対して有効化されるよう命令してもよい（動作４００ｃ）ことを
図示している。ＭＩＤ１１０は、無効コマンドが送信されるまでなど任意の既定の時間、
ある一定期間、または他の時間などの間、有効にされることができる。「有効な」状態に
ある場合、ＭＩＤ１１０は、携帯機器１１４からのＮＦＣメッセージまたはタグを待つ。
「待機」状態にある場合、ＭＩＤ１１０は、ＭＩＤ１１０が携帯機器とペアリングされる
用意ができているが現在はいかなるペアリングも発生していないことを示す待機メッセー
ジを通信してもよい（動作４００ｄ）。
【００５９】
　携帯機器１１４がＭＩＤ１１０の範囲内に移動し、この携帯機器を用いる遊技者が携帯
機器１１４とＭＩＤ１１０の間のブルートゥース接続を利用することを望む場合（動作４
０２）、遊技者は、携帯機器１１４またはタグをＭＩＤ１１０に「接触」させる。ここで
用いられる通り、携帯機器１１４および／またはタグのＭＩＤ１１０への「接触」は、ボ
タンまたはＭＩＤ１１０、ＥＧＭ１０２、紙幣鑑別装置１０８、または遊技キャビネット
１１２の他の部品によって提供される他のユーザインターフェースを物理的に押すことに
よってなど物理的に行ってもよいし、ＭＩＤ１１０から発生する電磁場内を携帯機器１１
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４またはタグが通過することによってなど電磁的に行ってもよい。ＮＦＣおよび他の周波
数における電磁場の発生は、当該技術において公知であり、ここでは述べない。「接触が
発生」すると（動作４０４）、ＭＩＤ１１０は、「ＮＦＣ介在」メッセージまたは同様の
メッセージをホスト１０３に対して通信する（動作４０４ａ）ように構成されることがで
きる。このようなメッセージは、任意の所望の量またはタイプの情報を伝達し、少なくと
も一つの実施の形態においては、ＮＦＣ対応の装置が範囲内にある旨を通信してもよい。
【００６０】
　さらに図４Ａに示すように、ＮＦＣ介在メッセージを受信すると、ホスト１０３は、Ｎ
ＦＣタイプ要求メッセージで応答する（動作４０４ｂ）ように構成されることができる。
上述したように、システムは、ＮＦＣ能力を有さない携帯機器と組み合わさるように構成
されてもよい。従って、ＮＦＣタイプ要求メッセージは、ＭＩＤ１１０の範囲内の携帯機
器１１４はＮＦＣ能力があるかに関して問い合わせるために利用されてもよい。ある実施
の形態では、ＮＦＣ能力のない携帯機器をＭＩＤ１１０とブルートゥースを介して自動的
にペアリングするのに必要な情報は、ＮＦＣタグの使用を含んでもよい。このようなＮＦ
Ｃタグは、例えば、ルームキー、ＴＩＴＯチケット、または他の手段に設けられてもよい
。少なくとも一つの実施の形態において、ＮＦＣタグによって提供される情報は、ＭＩＤ
１１０、紙幣鑑別装置１０８、または他の装置によってアクセスされてもよい。ＮＦＣタ
グは、能動または受動ＮＦＣ装置、またはＭＩＤ１１０と遊技者の携帯機器１１４によっ
て、またこれらの間でブルートゥース接続を自動的に確立するのに必要な情報を伝達する
任意の他の装置であってもよい。少なくとも一つの実施の形態において、ＮＦＣタイプ要
求メッセージ（動作４０４ｂ）は、ＮＦＣ能力のある携帯機器またはタグの使用により提
示されるＮＦＣ情報を読み取るようＭＩＤ１１０に指示してもよい。提示される情報は、
ＭＩＤ１１０、ホスト１０３、別の遊技キャビネット１１２、またはそれらの任意の組み
合わせによって、任意の公知または後に出現するであろう技術を用いて読み取り、判定さ
れてもよい（動作４０４ｃ－４０４ｄ－４０４ｅ）。図４Ａないし４Ｆに示す実施の形態
において示されるように、ＮＦＣ情報の二つの可能なソース、すなわち電話／携帯機器自
体またはＮＦＣタグが利用可能である。この方法は、検出されたＮＦＣタイプの装置に応
じて図４Ｂまたは４Ｃに続く。
【００６１】
　携帯機器がＮＦＣ対応である場合、本方法は図４Ｂでは、ＭＩＤ１１０と携帯機器１１
４との間のブルートゥース通信を自動的に確立する（動作４０６）。ある実施の形態にお
いては、ブルートゥース通信の確立は、ＭＩＤ１１０上でブルートゥース（「ＢＴ」）チ
ャネルを開放する動作（動作４０６ａ～４０６ｊ）を含んでもよい。ある実施の形態によ
れば、ＭＩＤ１１０は、ホストからの指示によってのみチャネルを開放する（動作４０６
ａ～４０６ｂ）ように構成されてもよい。他の実施の形態では、ＭＩＤ１１０は、「接触
」が発生した時はいつでもブルートゥースチャネルを開放するように構成されてもよい。
ホスト１０３は、ブルートゥースチャネルが開放されたという確認がＭＩＤ１１０から受
信されるまで待つ、および／または「確認する」（動作４０６ｃ）ように構成されもよい
。
【００６２】
　ブルートゥースチャネルの開放は、固有または共通のセッション、または他の情報の生
成（動作４０６ｄ）を含んでもよい。例えば、ブルートゥース接続に乱数が割り当てられ
るかもしれない。このような乱数は、ブルートゥースを介したＭＩＤ１１０と携帯機器１
１４との間の通信を安全にするために利用するよう暗号鍵を決定するために使用してもよ
い。同様に、ブルートゥースチャネルの開放は、ブルートゥースプロトコルによって提供
されるようなセキュリティ保護のみが利用される「プレーンテキスト」で、または暗号化
など一つ以上の付加的なカジノシステム運営者のセキュリティ手段を利用して「安全に」
行ってもよい。少なくとも一つの実施によれば、ＭＩＤ１１０と携帯機器１１４との間の
セッションの各確立は、通信を安全にするために新しい暗号鍵が利用されるよう、一意的
に起こる。あるいは、二つ以上のセッションに対してＭＩＤ１１０と携帯機器１１４との
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間の通信を確実にするために、同じ暗号鍵を利用してもよい。このような構成情報は、携
帯機器に対して通信され（動作４０６ｅ）、携帯機器１１４はブルートゥース接続を確立
するためにＭＩＤ１１０によって提供された情報を用いる（動作４０６ｈ）よう構成され
てもよい。ただし、少なくとも一つの他の実施の形態によれば、通信フローは逆でもよく
、携帯機器１１４が、ＭＩＤ１１０とのブルートゥース接続を確立するため使用される情
報の発信元であってもよいことを認識されたい。
【００６３】
　ブルートゥース接続を確立するのに必要な情報を処理すると、携帯機器１１４は、ＢＴ
接続または同様のメッセージをＭＩＤ１１０に送信することができる（動作４０６ｉ）。
ＭＩＤ１１０は、ＢＴペアリング済みまたは同様のメッセージをホスト１０３に通信する
こともできる（動作４０６ｊ）。
【００６４】
　図４Ｃには、タグまたは他の非ＮＦＣ対応携帯機器を用いてブルートゥース接続を確立
する方法が示されている。図４Ｃに示す方法によれば、本方法はＭＩＤ１１０に対して自
身のブルートゥースチャネルを開放するように指示するホストの動作（動作４０８ａ）を
含んでもよい。このような指示は、例えばタグの情報が鑑別装置または他の装置を用いて
遊技者から得られた時に必要とされることがある。動作４０８ｂ～４０８ｃによれば、Ｍ
ＩＤ１１０は自身のブルートゥースチャネルを開放し、そのステータスをホスト１０３に
送り返す。ＭＩＤ１１０または遊技キャビネット１１２の他の部品が、表示部、プリンタ
１０６、または他の対応機器を含む場合、ホスト１０３は、次にＱＲコードを生成して通
信し（動作４０８ｄ）、その表示をＭＩＤ１１０（動作４０８ｅ）、ＥＧＭ１０２、プリ
ンタ１０６、または他の装置が行うように構成されてもよい。このようなＱＲコードがあ
る場合、携帯機器１１４はコードを読み取り、適切な動作をする（動作４０８ｆ）。ある
実施の形態によれば、このような適切な動作には、携帯機器１１４上でモバイルアプリケ
ーションを起動する（動作４０８ｇ）またはブルートゥースを介して携帯機器１１４をＭ
ＩＤ１１０に接続するのに必要な他の動作をする（動作４０８ｈ）ことが含まれてもよい
。ＱＲコードを介して携帯機器１１４に通信される情報は、動作４０６ｄ～４０６ｅによ
り通信されたものと同一の情報を含んでもよい。いずれのアプローチにおいても、既定の
実施形態にとって望ましければ、付加的な情報を通信してもよい。次に、動作４０８ｉ～
４０８ｊによれば、ＢＴ接続およびＢＴペアリング済みメッセージが、ＭＩＤ１１０およ
びホスト１０３に対してそれぞれ通信される。
【００６５】
　図４Ｂを再び参照すると、ひとたび携帯機器がブルートゥースを介してＭＩＤに接続さ
れると、本方法は少なくともある実施の形態においては、遊技者識別に進むことができる
（動作４１０）。遊技者識別は、これを試みるカジノシステム１３０の遊技者管理システ
ムなどホスト１０３による要求により開始してもよい。遊技者ＩＤ要求メッセージを、カ
ジノシステム１３０の任意のサーバ、ＥＧＭ１０２、周辺制御装置１０４、またはその他
から携帯機器１１４に対して適切に通信されてもよい（動作４１０ａ～４１０ｂ）。携帯
機器１１４は、要求された情報、要求しているホスト１０３に対して提供されるこのよう
な情報で、適切に応答する（動作４１２ａ～４１２ｂ）。要求された遊技者ＩＤ情報には
、遊技者を照合、認証、または他の方法で識別するためにカジノシステムまたは装置が求
める任意の情報を含んでもよいことを認識されたい。遊技者のＩＤが要求により入手可能
でない実施の形態もあり得ることを認識されたい（動作４１４ａ～４１４ｂ）。例えば、
遊技者は、カジノにとって新規または未登録であるかもしれない。本方法は、遊技者が「
ログインする」または他の方法で自身を識別する前にブルートゥース接続の確立を許可す
るように構成されてもよい（動作４１２～４１４）。従って、本方法は、必要であれば、
遊技者がモバイルアプリケーションやＥＧＭ１０２にログインする、または他の方法で自
身をカジノシステム１３０に対して識別するのを待つように構成されてもよい（動作４１
４ｃ～４１４ｆ）。少なくともある実施の形態によれば、本方法は次に、図４Ｄないし４
Ｆに示す動作の一つ以上に続く。ただし、遊技者識別は、図４Ａないし４Ｆに示す方法の
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任意の時、および／または本開示の一つ以上の実施の形態によって用いられる任意の他の
プロセスにおいて起こりうることを認識されたい。
【００６６】
　図４Ｄに示すように、本方法は、データを携帯機器との間で通信すべきか否かを判定す
る動作を含んでいてもよい（動作４１６および４１８）。少なくともある実施の形態にお
いて、このようなデータの処理（動作４２０および４２０ａ～ｅ）は、続いて、データを
ホストによって携帯機器に送信し、確認メッセージを返送してもよい。少なくともある実
施の形態において、このようなプロセスは図４Ｅのように進んでもよい。携帯機器１１４
がホストに提供すべきデータを有しているか否かを判定する一つの方法は、ステータス要
求メッセージをホストから携帯機器に対してＭＩＤを介して定期的に送信することである
（動作４１６ａ）ことを認識されたい。図示するように、このようなステータス要求に対
するＭＩＤ１１０の応答は、ブルートゥースセッションがアクティブであることを確認す
ることを含みうる（動作４１６ｂ）。同様に、ＭＩＤ１１０は、ステータス要求または同
様のメッセージを携帯機器に送信することによって、ブルートゥース接続が引き続きアク
ティブであることを定期的に確認してもよい（動作４１６ｃ）。携帯機器は、提供すべき
他のデータがない場合には待機メッセージで応答する（動作４１６ｄ）よう構成されても
よい。携帯機器が提供すべきデータを有している場合、本方法は図４Ｅのように進む。
【００６７】
　図４Ｅに示すように、携帯機器は、様々なタイプのデータ１１４をホストに提供したり
、ホストから提供されたりできる。例えば携帯機器は、賞金を現金化しようとするデータ
を提供してもよい（動作４２４～４２６）。ある実施の形態によれば、携帯機器は、ＭＩ
Ｄ１１０を介してホストに賞金現金化メッセージを通信することによって賞金現金化手続
を開始してもよい（動作４２４ａ～ｂ）。ホストは、このような要求を受信すると、賞金
を有効にし、有効になったら遊技者の口座（電子ウォレットでも他の口座でもよい）を更
新するように構成されることができる（動作４２６ａ～ｂ）。ホストは、賞金現金化済み
メッセージを携帯機器に対してＭＩＤ１１０を介して通信するように構成されてもよい（
動作４２６ｃ～４２６ｄ）。
【００６８】
　同様に、ホスト１０３は、賞金が獲得された場合に携帯機器に通知し（動作４２８）、
この賞金を遊技者に関連する口座に支払う（動作４３０）ことを望むかもしれない。さら
に詳細には、少なくともある実施の形態において、ホストは、賞金が獲得された時にこれ
を認識するよう構成されてもよい（動作４２８ａ）。このような獲得イベントは、例えば
賭けが成功するなど好ましい遊技・プレイ、無作為な賞金またはその他から発生しうる。
賞金が獲得された場合、ホストは、自動的に遊技者の口座、電子ウォレット、または他の
口座を更新するように構成されてもよい（動作４２８ｂ）。図４Ｅには示されないが、あ
る実施の形態は、任意の口座が更新される前に遊技者に対して賞金の受け取りを望むかを
確認するように構成されてもよい。さらに、賞金が獲得され、口座が更新されると、ホス
トは情報、賞金支払い済みメッセージを携帯機器に通信するように構成されてもよく、こ
れにより携帯機器が内部で実行しているアプリケーションを更新できるようになる（動作
４３０ａ～ｃ）。
【００６９】
　図４Ｅにさらに示すように、携帯機器が開始しうる別のタイプのイベントには、「入金
」イベントが含まれてもよい（動作４３２）。推定されるように、入金イベントは、遊技
者が追加の遊技・プレイを可能にするために追加の「現金」を自身の口座に入れたい時に
発生しうる。紙幣、クレジットまたはデビットカートのチャージ、または他の手段など、
提供される現金の形態に関わらず、携帯機器１１４は一つ以上の入金メッセージによって
ホスト１０３に対して入金イベントを通信するように構成されてもよい（動作４３２ａ～
ｂ）。少なくとも一つの実施の形態によれば、これらのメッセージは遊技者が紙幣鑑別装
置１０８を使用することに伴って発生しうる。メッセージおよび「現金」（いかなる金種
であっても）を受信すると、ホスト１０３は、要求を確認し、適切な口座を更新し、成功
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メッセージを携帯機器１１４に対して通信するように構成されてもよい（動作４３４ａ～
ｄ）。携帯機器１１４は、成功メッセージを受信すると自身のアプリケーションを更新す
るように構成されてもよい（動作４３４ｅ）。
【００７０】
　出金手続にも対応することができる（動作４３６～４３８）。出金手続によれば、ポイ
ントを現金に変換したい遊技者は、一つ以上の出金メッセージをホスト１０３に送信する
ことによって、自身の携帯機器１１４を用いたこのような手続を開始しうる（動作４３６
ａ～ｂ）。ホスト１０３は、要求を確認し、それに応じて口座を更新するように構成され
てもよい（動作４３８ａ～ｂ）。口座は、電子資金決済または他の方法によってなど直接
的に更新されてもいいし、ＴＩＴＯチケットまたは他の手段を更新することによってなど
間接的に更新されてもよいことを認識されたい。出金成功メッセージが、ホスト１０３か
ら携帯機器１１４に対して通信されてもよく（動作４３８ｃ～ｄ）、携帯機器１１４はそ
れに応じて一つ以上のアプリケーションプログラムおよび／または口座を更新する（動作
４３８ｅ）。これらおよび他のプロセスは、セッションが終了するまで続くことができる
。
【００７１】
　図４Ｆに示すように、ブルートゥース接続（セッション）は、遊技者がログアウトした
時に終了してもよい（動作４４０）。例えば遊技者は、自身の携帯機器１１４上で実行し
ているアプリケーションプログラムからログアウトすることによってセッションを終了し
てもよい（動作４４０ａ）。本システムは、少なくとも一つの実施の形態において、定期
的なステータス要求メッセージに応答して携帯機器１１４が送信する対応したメッセージ
に基づいて、ユーザがログアウトしたと判断するように構成してもよい（動作４４０ｂ～
ｅ）。同様に、ブルートゥース接続は、ホスト１０３がセッションを終了したいと望んだ
時に終了されてもよい（動作４４２）。例えば、遊技者がある期間ＥＧＭを積極的に使用
していない場合、ホスト１０３は、ペアリング解除要求メッセージを携帯機器１１４に送
信するように構成されてもよい（動作４４２ａ～ｃ）。確認または時間の経過によって、
セッションが終了されるよう指定されてもよい（動作４４２ｃ～ｄ）。同様に、干渉、遊
技者の携帯機器１１４が遊技キャビネット１１２から離れる、または他の要因など、他の
理由によって接続が失われることもある。ＭＩＤ１１０は、ホスト１０３が関与すること
なくこれらのタイプのイベントを検出してもよく、一つ以上の未回答ステータス要求メッ
セージを携帯機器１１４に送信するように構成されてもよい（動作４４４ａ）。少なくと
も一つの実施の形態において、三つのステータス要求メッセージに携帯機器１１４が回答
しなかったら、接続は失われたと見なされ、ＭＩＤ１１０および／またはホスト１０３に
よって閉鎖が指定されてもよい（動作４４４ｂ）。
【００７２】
　図４Ｆに示すように、少なくとも一つの実施の形態において、一旦セッションを閉鎖す
るよう指定されると、閉鎖手続は、ホスト１０３がＭＩＤ１１０に対してチャネルを閉じ
るように指示することから始まる（動作４４６ａ～ｃ）。他の実施の形態においては、閉
鎖は、ＭＩＤ１１０によって直接または携帯機器１１４によって開始されてもよい。さら
に図４Ｆに示すように、少なくとも一つの実施の形態において、閉鎖手続は、続いて携帯
機器１１４が自身のブルートゥースチャネルをまず閉じ（動作４４６ｃ）、次にＭＩＤ１
１０がブルートゥースチャネルを閉じ（動作４４６ｄ）、ホスト１０３に対してブルート
ゥースチャネルが閉じられ、携帯機器１１４がＭＩＤ１１０とのペアリングから解除され
た（動作４４６ｅ）ことを通知する。他の実施の形態では、携帯機器１１４またはＭＩＤ
１１０によるチャネルの閉鎖は、同時に、または任意の所望の順序で起こりうる。ブルー
トゥースチャネルを閉じ、携帯機器１１４のＭＩＤ１１０とのペアリングが解除されると
、図４Ａの動作が続けられてもよい。
【００７３】
　さらに、少なくとも一つの実施の形態によれば、ＥＧＭ１０２に対して、少なくとも部
分的にＭＩＢ１１０を介して通信可能に連結された携帯機器１１４上で実行しているアプ
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意の所望の形式または機能の遊技者相互作用に対応するよう構成されてもよいことを認識
されたい。さらに詳細には、ここに述べる様々な実施の形態は、携帯機器１１４が一つ以
上のプレミアムな特徴に直接または間接的に対応するよう構成されうるように、構成され
てもよい。このようなプレミアムな特徴の例は、’６１５号出願に記述されている。少な
くとも一つの実施の形態によれば、プレミアムな特徴は、ＥＧＭ１０２に関連した画面に
提示される一つ以上のオーバーレイ、絵、ウインドウ、パネル、ペイン、その他（一括し
ても個々にも「オーバーレイ」と呼ぶ）として提供されてもよい。このようなオーバーレ
イは、ＥＧＭ１０２の画面、本開示のある実施形態またはその他に従って通信可能に連結
された携帯機器１１４の画面によって提供されてもよい。
【００７４】
　同様に、このようなプレミアムな特徴に関連したユーザ入力および出力機能は、本開示
の少なくとも一つの実施の形態によるＥＧＭ１０２に通信可能に連結された携帯機器１１
４の使用によりサポートおよび／または提供されてもよい。例えば、このように接続され
た携帯機器１１４は、ＥＧＭ１０２ではサポートされないかもしれないユーザ文字または
他の入力能力を提供することができる。電子書式での納税申告書（例えば、Ｗ－２Ｇ書式
）を、プリンタ１０６でこのような書式を印刷することに対して、遊技者の携帯機器に提
供するなど、データ出力能力もまたサポートされるかもしれない。このような機密情報の
遊技者への提供は、本開示の少なくとも一つの実施の形態によって確立された安全な接続
を介して適切に行わなければならない。よって、本開示の少なくとも一つの実施の形態は
、ＥＧＭ１０２に通信可能に連結された携帯機器１１４を用いて遊技者にプレミアムな特
徴を提供することをサポートするように構成されてもよいことを認識されたい。
【００７５】
　いくつかの実施においては、本発明を実施するためにコンピュータシステム上で動作の
インスタンス化を生じさせるコンピュータプログラム製品として、製品が提供される。コ
ンピュータプログラム製品の一つの実施により、コンピュータシステムによって読み取り
可能で、コンピュータプログラムを符号化する非一過性のコンピュータプログラム記憶媒
体が提供される。上述した技術はコンピュータから独立した特殊目的の装置で使用されて
もよいことをさらに理解されたい。上記の明細書、例示、およびデータは、請求項で定義
される本発明の様々な実施の形態の構成および使用の完全な記述を提供するものである。
【００７６】
　請求項に係る発明の様々な実施の形態について、ある程度の特殊性をもって、あるいは
一つ以上の個々の実施の形態に関して上述したが、当業者であれば、請求項に係る発明の
精神または範囲から逸脱することなく、開示された実施の形態に様々な変更をなしうるで
あろう。従って、他の実施の形態も想定される。上記の記述に含まれ、添付の図面に示さ
れる全ての事項は、ある一定の実施の形態を示すのみであって本発明を限定するものでな
いと理解されることが意図される。以下の請求項に定義される本発明の基本的要素から逸
脱することなく、詳細または構成の変更をなしうる。
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【図１】 【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４Ａ】
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【図４Ｂ】 【図４Ｃ】

【図４Ｄ】 【図４Ｅ】
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【図４Ｆ】

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月12日(2019.11.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　スマートフォンや類似のパーソナルコンピューティング機器（まとめて「携帯機器」と
いう）、およびこのような機器によって提供される電子ウォレットやモバイルアプリケー
ション機能の出現により、遊技者は今日、カジノ以外の遊技環境において物理的なクレジ
ットカード、銀行のデビットカード、身分証明書や、アクセスカードを使わないことが多
い。つまり、遊技者は、取引をするのに自身の携帯機器、ソフトウエア・アプリケーショ
ン、およびそれを備えた技術を利用することが多い。これらの携帯機器は、このような取
引をするのに、物理的なカードの代わりとして光学式文字読み取り装置、近距離無線通信
（「ＮＦＣ」）、ブルートゥース（登録商標）、およびその他の近接近通信技術を使用し
ていることが多い。ＮＦＣとブルートゥースは、それぞれＮＦＣ　Ｆｏｒｕｍ，Ｉｎｃ．
とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ，Ｉｎｃ．によって提供される通信技術および一連の仕様
であることはよく知られている。このような仕様および技術は、参照により本明細書に援
用される。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００３３】
　少なくとも一つの実施の形態では、ＭＩＤ１１０は、Ｇｏｏｇｌｅによって提供される
アンドロイドＰＬＡＹストアなどのオンラインストアによって提供されるモバイルアプリ
ケーションに対するリンクを提供するよう、携帯機器１１４に指示するように構成されて
もよい。このようなリンクを選択すると、カジノ運営者に関連するモバイルアプリケーシ
ョンプログラムが携帯機器上で実行されるために自動的、半自動的（すなわち、何らかの
ユーザの介在が必要）、または手動でダウンロード、インストール、および選択されうる
。ＭＩＤ１１０はさらに、携帯機器１１４に対して、ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）　ＰＡ
Ｙ、ＳＡＭＳＵＮＧ　ＰＡＹ、ＡＰＰＬＥ　ＰＡＹ、または他の方法などのモバイル決済
オプションを実行するように指示するよう構成されてもよい。ＮＦＣの使用およびこのよ
うなモバイル決済システムの実行は、当該技術において公知であり、本開示の範囲外であ
る。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　ＭＩＤ１１０は、一つ以上のシステムプロトコルに従って動作するように構成されても
よい。このようなプロトコルは、例えばＭＩＤ１１０が利用可能であっても利用可能でな
くても管理するように構成されてもよい。ＭＩＤ１１０は、任意の所望の形式の電子ＩＤ
の提示または他のデータの提供によって遊技者の携帯機器１１４を識別および認証するよ
うに構成されてもよい。例示のためのみであり限定するものではないが、このような電子
ＩＤの形式の例には、ＮＦＣ生成信号、Ｗｉ－Ｆｉ信号、ブルートゥース信号、他の公知
の通信技術、および二次元バーコード、ＱＲコード（登録商標）、その他の光学像が含ま
れてもよい。少なくとも一つの実施の形態では、ＭＩＤ１１０は、「チケット」または遊
技者の署名などの「タグ」に設けられた他の形式の情報、例えば携帯機器１１４における
タッチスクリーン対応のユーザインターフェースを用いて遊技者によって提供される符号
または他の識別子、その他を受信するように構成されてもよい。ＭＩＤ１１０は、光学文
字生成能力、パターン生成能力、および他の形式の信号および文字生成技術を備えるよう
に構成されてもよい。少なくとも一つの実施の形態に従えば、ＭＩＤ１１０は、紙幣鑑別
装置１０８またはプリンタ１０６と連動して提供されてもよい。少なくとも一つの実施の
形態により、本システムは、プリンタ１０６、紙幣鑑別装置１０８、ＥＧＭ１０２によっ
て提供される表示部、または遊技者の携帯機器１１４によって読み取り可能なＱＲコード
を生成できる他の装置を利用するように構成されてもよい。このように生成されたＱＲコ
ードは、例えばチケットとして印刷されても、表示部に表示されてもよい。ＱＲコードは
、携帯機器１１４に対して、既定のセッションの間、その携帯機器１１４を既定のＭＩＤ
１１０とペアリングするのに十分な情報を提供するために利用されてもよい。従って、本
開示の少なくとも一つの実施の形態においては、ＭＩＤ１１０を、任意の既定のセッショ
ンその他の間、ＭＩＤ１１０を既定の遊技者の携帯機器１１４とペアリングするＮＦＣ通
信能力を有する、または利用するように構成してもよいが、そのように構成しなければな
らないものではないことを認識されたい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　ＭＩＤ１１０は、一つ以上のカジノ内通信部品２０８を備えるように構成されてもよい
。本開示の少なくとも一つの実施の形態に関して上述したように、ＭＩＤ１１０は、ＵＳ
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Ｂ、ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、イーサネット（登録商標）、およびその他の手段など一つ以上
の公知の有線および／または無線通信技術を用いて、周辺制御装置１０４に対して通信可
能に連結されてもよい。少なくとも一つの実施の形態において、カジノ内通信部品２０８
は、ＵＳＢケーブルを介してＭＩＤ１１０に接続するために構成された少なくとも一つの
ＵＳＢポートを有するＵＳＢインターフェースボードを備える。既定の実施の形態におい
て、ＭＩＤ１１０を直接または間接的に周辺制御装置１０４および／またはシステム２０
０の一つ以上の他の部品に通信可能に連結するために、他のタイプの通信インターフェー
ス、ボード、ポート、コネクタなどを利用してもよい。別個の装置として設ける場合、カ
ジノ内通信部品２０８は、適切なサイズのＭＩＤバス２１８によって処理装置２０６に対
して通信可能に連結されてもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　図４Ａに示すように、本開示による方法のある実施形態は、ＥＧＭ１０２が最初に設定
されたとき、またはモバイルデバイス１１４と使用するために「電源投入」されると開始
することができる（動作４００）。任意の既定のＥＧＭ１０２は、任意の既定の時に任意
の既定の理由により、またはそれがないために遊技者の携帯機器１１４と相互に作用でき
ることに関して、「電力供給された」状態または無動力の状態になりうることを認識され
たい。図示するように、ＥＧＭ１０２が電源投入されると、ホスト１０３は、ＭＩＤ１１
０に対して一つ以上のステータス要求メッセージを通信する（動作４００ａ）ように構成
されうる。このようなメッセージの形式は任意の所望のものでよいが、少なくとも一つの
実施の形態においては、メッセージを同期し、コマンドを送信し、バイトや他の形式で表
しうる既定のメッセージの長さを特定し、誤り訂正のために暗号化データおよび他のメッ
セージコンポーネントを提供するのに適した要素を含んでもよい。ステータス要求メッセ
ージの送信は、ポーリングによってもポーリングによらなくてもよい。同様に、ホスト１
０３、ＭＩＤ１１０、および携帯機器１１４を含むがこれらに限定されない、本システム
に接続された任意の装置がステータス要求メッセージを送信してもよい。ステータス要求
メッセージは、任意の既定のイベントの発生またはそれがなくなったことにより送信され
てもよい。例えば、ＮＦＣ搭載携帯機器１１４をＭＩＤ１１０のＮＦＣアンテナの範囲内
に配置することなどによってＭＩＤ１１０を起動することにより、ＭＩＤ１１０からホス
ト１０３へのステータス要求メッセージの送信が引き起こされてもよい。少なくとも一つ
の実施の形態に従えば、ステータス要求メッセージを受信した装置は、確認メッセージま
たは他の適切な応答で５０ミリ秒以内に応答しなければならない。本システムは、先に送
信したメッセージに対する応答が適時に受信されない場合、メッセージを再送するように
構成されてもよい。メッセージは、任意の既定の実施の形態において必要があれば、一回
以上の連続回、送信してもよい。少なくとも一つの実施の形態によれば、そのようなメッ
セージの再送は、適切な応答が受信されなかった、先に送信したメッセージから１００ミ
リ秒後に行ってもよい。本システムは、適時の応答を受信しなかったステータス要求メッ
セージを、システムの不具合、遊技者がＥＧＭから離れた、その他を表すとみなすように
構成してもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　図４Ｅに示すように、携帯機器１１４は、様々なタイプのデータをホストに提供したり
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、ホストから提供されたりできる。例えば携帯機器は、賞金を現金化しようとするデータ
を提供してもよい（動作４２４～４２６）。ある実施の形態によれば、携帯機器は、ＭＩ
Ｄ１１０を介してホストに賞金現金化メッセージを通信することによって賞金現金化手続
を開始してもよい（動作４２４ａ～ｂ）。ホストは、このような要求を受信すると、賞金
を有効にし、有効になったら遊技者の口座（電子ウォレットでも他の口座でもよい）を更
新するように構成されることができる（動作４２６ａ～ｂ）。ホストは、賞金現金化済み
メッセージを携帯機器に対してＭＩＤ１１０を介して通信するように構成されてもよい（
動作４２６ｃ～４２６ｄ）。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　さらに、少なくとも一つの実施の形態によれば、ＥＧＭ１０２に対して、少なくとも部
分的にＭＩＤ１１０を介して通信可能に連結された携帯機器１１４上で実行しているアプ
リケーションプログラムは、遊技者に任意の所望なユーザインターフェースを提示し、任
意の所望の形式または機能の遊技者相互作用に対応するよう構成されてもよいことを認識
されたい。さらに詳細には、ここに述べる様々な実施の形態は、携帯機器１１４が一つ以
上のプレミアムな特徴に直接または間接的に対応するよう構成されうるように、構成され
てもよい。このようなプレミアムな特徴の例は、’６１５号出願に記述されている。少な
くとも一つの実施の形態によれば、プレミアムな特徴は、ＥＧＭ１０２に関連した画面に
提示される一つ以上のオーバーレイ、絵、ウインドウ、パネル、ペイン、その他（一括し
ても個々にも「オーバーレイ」と呼ぶ）として提供されてもよい。このようなオーバーレ
イは、ＥＧＭ１０２の画面、本開示のある実施形態またはその他に従って通信可能に連結
された携帯機器１１４の画面によって提供されてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４Ａ】

【手続補正９】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｂ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４Ｂ】

【手続補正１０】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｃ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４Ｃ】

【手続補正１１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｄ
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図４Ｄ】

【手続補正１２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｅ
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【図４Ｅ】

【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ｆ
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【図４Ｆ】
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